
ご担当医様 
京都芸術デザイン専門学校 

 

インフルエンザ罹患証明書記入のご依頼 

 

インフルエンザ罹患しました本学学生につきまして、下記の証明書にご記入

いただきますようお願い申し上げます。 

 
................................................................................................................................................. 

 

インフルエンザ罹患証明書 

 

上記の者は、      年      月      日に 
インフルエンザを発症したと考えられる。 

 
年   月   日  

 

医療機関名                         

 

医師名                           

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】保健センター TEL：075-791-9343 

 京都芸術デザイン専門学校 

学籍番号  

氏  名  

※学校保健安全法による出席停止期間 
発症日の翌日から 5 日間、かつ解熱日の翌日から 2 日間 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................. 

 
 
※インフルエンザに罹患したときは、 
①【インフルエンザ罹患証明書】を持参の上受診し、病院で記入を
お願いしてください。 

②記入後の証明書を、登校許可日以降に必ず担任教員へ提出してく
ださい。 

（インフルエンザの場合、登校許可書は必要ありません。） 
 
 
■「発症日の翌日から 5 日間、かつ解熱日の翌日から 2 日間」の数え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※発症日の翌日から 5 日間かつ解熱後 2 日経過している場合、発症日を 0 日目

として 6 日目に登校可能となります。 
（例）11 月 1 日発症の場合は 11 月 7 日に登校可能です。 

※インフルエンザの公欠として認められるのは、発症後 5 日目に解熱した場合

を最大とします（出席停止は最大 8 日間）。これ以上の発熱が続く場合は再受

診をしてください。 


